
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇

編 集・印 刷
独立行政法人国立印刷局

目

次

令和年月日 木曜日 第号官 報

〔
省

令
〕

〇
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
・
国
土
交
通
一
）

〇
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
環
境
四
）

〔
告

示
〕

〇
適
格
消
費
者
団
体
の
認
定
の
有
効
期
間
の

更
新
を
公
示
す
る
件
（
消
費
者
庁
二
）

〇
統
計
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
基
幹
統
計
の
指
定
を
同
法
第
七
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
件

（
総
務
一
八
）

〇
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務

の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め

る
区
分
及
び
総
務
大
臣
の
定
め
る
額
を
定

め
る
件
（
同
一
九
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

国
土
地
理
院
防
災
業
務
計
画
の
修
正
要
旨
の

公
表
に
つ
い
て
（
国
土
地
理
院
）

産

業

日
本
産
業
規
格

（
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明

関
係

会
社
そ
の
他

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
一
六
）

〇
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

承
認
を
し
た
件
（
同
一
七
）

〇
国
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
区
分
及
び

財
務
大
臣
の
定
め
る
額
を
定
め
る
件

（
財
務
二
四
）

〇
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め

る
貨
物
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
経
済
産
業
六
）

〇
一
般
社
団
法
人
日
本
海
事
検
定
協
会
か
ら

登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

（
国
土
交
通
三
五
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
九
）

〇
海
上
に
お
け
る
水
上
標
的
に
対
す
る
射
爆

撃
訓
練
を
実
施
す
る
件（
同
一
〇
〜
一
二
）

〇
海
上
に
お
け
る
水
上
標
的
に
対
す
る
射
撃

訓
練
を
実
施
す
る
件
（
同
一
三
、
一
四
）

〇
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
使
用
を
許
さ
れ
る
施

設
及
び
区
域
に
つ
い
て
、
一
部
返
還
、
共

同
使
用
、
追
加
提
供
及
び
新
規
提
供
が
決

定
さ
れ
た
件
（
同
一
五
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
一
四
、
一
五
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
四
〜
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
北
海
道
開
発
局
二
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

法
務
省

公
安
調
査

庁

最
高
裁
判
所





省

令

地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
農
林
省

建
設
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
利
害
関
係
人
の
意
見
の
聴
取
）

（
利
害
関
係
人
の
意
見
の
聴
取
）

第
九
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意

見
の
聴
取
は
、
関
連
事
業
計
画
の
案
を
当
該
市
町

村
の
事
務
所
に
お
い
て
三
十
日
間
公
衆
の
縦
覧
に

供
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意

見
の
聴
取
は
、
関
連
事
業
計
画
の
案
を
市
町
村
の

事
務
所
に
お
い
て
三
十
日
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
関
連
事
業
計
画
の
公
表
）

（
関
連
事
業
計
画
の
公
表
）

第
十
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
関
連
事
業
計
画

の
内
容
の
公
表
は
、
当
該
計
画
を
作
成
し
、
又
は

変
更
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
当
該
内
容
を

当
該
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、

当
該
市
町
村
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。

第
十
条

法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
関
連
事
業
計
画

の
内
容
の
公
表
は
、
当
該
計
画
を
作
成
し
、
又
は

変
更
し
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
、
当
該
内
容
を

市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総

理

府

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
九
条
の
三
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
の
三
関
係
）

有
害
物
質
の
種
類

基

準

値

有
害
物
質
の
種
類

基

準

値

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

有
害
物
質
の
種
類

許
容
限
度

有
害
物
質
の
種
類

許
容
限
度

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

六
価
ク
ロ
ム

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

六
価
ク
ロ
ム

〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

項

目

許
容
限
度

項

目

許
容
限
度

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
腸
菌
数

日
間
平
均
八
〇
〇

大
腸
菌
群
数

日
間
平
均
三
、
〇
〇

〇

（
単
位

一
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
コ

ロ
ニ
ー
形
成
単
位
）

（
単
位

一
立
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
個
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

六
価
ク
ロ
ム

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

六
価
ク
ロ
ム

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ

ム

〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ

ム

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

（
略
）

（
略
）

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省

国
土
交
通
省
令
第
一
号

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
す
べ
り
等
防

止
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

坂
本

哲
志

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

〇
環
境
省
令
第
四
号

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十

七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日

環
境
大
臣

伊
藤

太
郎





附
則
別
表

有
害
物
質
の
種
類

業

種

許

容

限

度

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

電
気
め
っ
き
業

〇
・
五

（
単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ミ
リ

グ
ラ
ム
）

備
考

中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
特
定
事
業
場
（
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定

事
業
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
同
時
に
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
に
も
属
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
係
る
排
出

基
準
に
つ
い
て
は
、
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
適
用
す
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和

七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
特
定
事
業
場

（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）か

ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水
（
以
下
「
排
出
水
」
と
い
う
。）の
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準
（
以

下
単
に
「
排
水
基
準
」
と
い
う
。）は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
排
水

基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
改
正
後
の
省
令
」
と
い
う
。）第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
場
に
係
る
汚
水
等
を
処
理
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該

特
定
事
業
場
の
属
す
る
業
種
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準
は
、
改
正
後
の
省
令
第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合

に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
施
設
（
設
置
の
工
事
が
な
さ
れ
て

い
る
施
設
を
含
む
。）を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
の
排
出
水
の
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
つ
い
て
の
排
水
基
準
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
間
（
当
該
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）

別
表
第
三
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
年
間
）
は
、
改
正
後
の
省
令
第
一
条
及
び
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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令和年月日 木曜日 第号官 報 



令和年月日 木曜日 第号官 報
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第
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